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公衆街路灯等１契約複数灯の設備情報表示および契約分割について ①

九州電力送配電株式会社 ネットワークサービスセンター

１

スイッチング支援システムの設備情報照会については、供給地点単位に契約情報を表示していますが、公衆街路灯契
約等の一部契約については、複数の供給地点をまとめて１契約として管理しているため、供給地点単位に設備情報を表
示できない場合があります。

・１引込１契約（複数灯具）

・１供給地点特定番号を設定

・負荷設備容量をスイッチング支援

システムに表示

概
要
図

・複数引込１契約（複数灯具）

・複数契約をまとめて１供給地点特定

番号を設定

・スイッチング支援システムへの負荷

設備容量はブランク表示

・１引込１契約（１灯具）

・１供給地点特定番号を設定

・負荷設備容量をスイッチング支

援システムに表示

備
考

複数灯１契約のケース１契約のケース
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お客さま小柱 お客さま小柱
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込
柱
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込
柱

お客さま小柱

お客さま配線

お客さま小柱または引込柱に直接
灯具を１灯設置

お客さま小柱からお客さま配線に
より灯具を複数設置
（例：灯具は２灯）

お客さま小柱（お客さま小柱で連
接の場合含む）または引込柱に直
接灯具を設置し、複数灯をまとめ
て契約
（例：４灯まとめて１契約）



複数灯１契約をスイッチングの申込された場合、託送契約上は１引込単位での契約となることから、１引込単位に契
約を分割させていただきます。
なお、契約分割する場合は、事前に接続供給契約者（小売電気事業者）さまに連絡させていただき、契約分割後に供
給地点特定番号等を周知させていただきます。
また、複数灯契約が多い場合等については、契約分割に時間を要す場合がありますので、その際は予め連絡させてい
ただきます。

当社は、次の場合を除き、1需要場所について1接続送電サービスまたは1臨時接続送電サービスを適用し、1電気方式、1引込みおよ
び1計量をもって託送供給を行ない、1発電場所につき、 1電気方式、1引込みおよび1計量をもって発電量調整供給を行ないます。

託送供給等約款 15 供給および契約の単位

九州電力送配電株式会社 ネットワークサービスセンター

２

スイッチング前（複数灯１契約）

引
込
柱

供給地点特定番号 Ａ

スイッチング後（１引込１契約）

契約分割後

引
込
柱

供給地点特定番号 Ａ

供給地点特定番号 Ｂ

供給地点特定番号 Ｃ

供給地点特定番号 Ｄ

公衆街路灯等１契約複数灯の設備情報表示および契約分割について ②



定額契約（小型機器）の設備情報表示について

九州電力送配電株式会社 ネットワークサービスセンター

３

スイッチング支援システムの定額契約（小型機器）における設備情報の表示については、１００ＶＡ単位でランク区
分を設定してますが、１００ＶＡ超過の小型機器が複数ある場合、弊社システムの制約上、負荷設備容量を正しく表示
できない場合があります。

（参考）スイッチング支援システム画面（設備情報照会）

＜表示例＞

２００ＶＡ×１
１００ＶＡ×２

２００ＶＡ×１
１００ＶＡ×１

２００ＶＡ×２

２００ＶＡ×１

５０ＶＡ×１

スイッチング支援

システム上の表示

４００ＶＡ

３００ＶＡ

３５０ＶＡ

１５０ＶＡ

５０ＶＡ

弊社システム内の

負荷設備総容量

１００ＶＡ×１
１５０ＶＡ×２

１５０ＶＡ×２

１５０ＶＡ×１
２００ＶＡ×１

１５０ＶＡ×１

５０ＶＡ×１

負荷設備容量内訳

正しく表示不可③

正しく表示不可（合計容量は相違なし）④

正しく表示不可（合計容量は相違なし）⑤

正しく表示不可②

①

備 考

※1 負荷設備容量が１００ＶＡ超過時の５０ＶＡ単位での
表示はできないため、１００ＶＡ単位に切り上げ表示
となります。

※2 負荷設備の合計容量が１００ＶＡ単位の場合は、実際
の負荷設備単位の容量とスイッチング支援システムの
負荷設備容量は異なりますが、負荷設備の合計容量は
一致します。

※1

※1

※2

※2



公衆街路灯契約４００ＶＡ超過分の設備情報表示および電力量の協定について

九州電力送配電株式会社 ネットワークサービスセンター

４

電気供給約款における公衆街路灯Ａ契約は負荷設備容量が１ｋＶＡまで認められておりましたが、託送供給等約款に
おける定額制契約は負荷設備容量が４００ＶＡ以下の適用となり、電気供給約款と託送供給等約款との適用範囲が異な
ることから、負荷設備容量が４００ＶＡ超過の契約においてはスイッチング支援システムの設備情報の表示内容が異な
ります。
なお、負荷設備容量が４００ＶＡ超過の契約については、電灯契約を適用し、使用電力量は以下のとおり協定させて
いただきます。

負荷設備容量のワット(Ｗ)数をアンペア(Ａ)換算で表示 ※ワット(Ｗ)数は表示しません

１０Ａ５０１ ～ １,０００Ｗまで

５Ａ４０１ ～ ５００Ｗまで

スイッチング支援システム上
の表示内容（契約容量）

負荷設備容量

協定電力量 ＝ 負荷設備容量 × 月別使用時間

３６８

10月

４１０

４月

４１６

11月

３６２

５月

４３５３４８３２６３１２月別使用時間

12月９月８月７月計算月

３４２４０１４６９４７２月別使用時間

６月３月２月１月計算月

＜託送供給等約款 別表８電力量の協定(1)ロ 抜粋＞

■ スイッチング支援システムの表示内容

■ 電力量の協定方法

（算定例）負荷設備容量８００Ｗ（４０Ｗ×２０灯） 契約容量１０Ａ

【１月の場合】４０Ｗ×２０灯×４７２時間 ＝ ３７７．６ ≒ ３７８kwh／月


